
広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号 

 
広
島
県
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
広
島

県
規
則
第
四
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
県
営
城
東
住
宅
、
県
営
港
町
住
宅
、
県
営
泉
住

宅
、
県
営
南
泉
住
宅
、
県
営
吉
津
住
宅
、
県
営
向
ケ
丘
住
宅
、
県
営
高
屋
住
宅
、
県
営
引
野
住
宅
、
県
営
日

吉
台
住
宅
、
県
営
城
興
ケ
丘
住
宅
、
県
営
蔵
王
住
宅
、
県
営
駅
家
住
宅
、
県
営
神
村
住
宅
、
県
営
南
松
永
住

宅
、
県
営
府
中
住
宅
及
び
県
営
高
木
住
宅
並
び
に
県
営
城
東
住
宅
駐
車
場
、
県
営
港
町
住
宅
駐
車
場
、
県
営

泉
住
宅
駐
車
場
、
県
営
南
泉
住
宅
駐
車
場
、
県
営
吉
津
住
宅
駐
車
場
、
県
営
向
ケ
丘
住
宅
駐
車
場
、
県
営
高

屋
住
宅
駐
車
場
、
県
営
引
野
住
宅
駐
車
場
、
県
営
日
吉
台
住
宅
駐
車
場
、
県
営
城
興
ケ
丘
住
宅
駐
車
場
、
県

営
蔵
王
住
宅
駐
車
場
、
県
営
駅
家
住
宅
駐
車
場
、
県
営
神
村
住
宅
駐
車
場
、
県
営
南
松
永
住
宅
駐
車
場
、
県

営
府
中
住
宅
駐
車
場
及
び
県
営
高
木
住
宅
駐
車
場
の
管
理
を
行
う
指
定
管
理
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
十
日 

広
島
県
知
事  

横 
 

田 
 

美 
 

香 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

１ 

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 
 

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー 

代
表
取
締
役 

速
川 

智
行 

 

２ 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 
 

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号 

二 

変
更
事
項
及
び
内
容 

 

１ 

変
更
事
項 

 
 
 

代
表
者 

 

２ 

変
更
内
容 

変

更

後 

変

更

前 

代
表
取
締
役 

速
川 

智
行 

代
表
取
締
役 

木
村 

昌
平 

三 

変
更
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 




